
戦後70年特別企画展「鹿屋の記憶」
◎�内容＝旧海軍鹿屋基地の誕生から終戦
後の進駐軍上陸まで、鹿屋で起こった
出来事や体験談などを写真や資料で紹
介
◎�期間＝８月９日（日）～�18日（火）
◎時間＝10:00～ 19:00
※ �15日（土）、18日（火）は20:00まで
◎�場所＝リナシティかのや２階ギャラ
リー
◎�参加料＝無料
◎関連イベント
○�８月 15 日（土）
　歌語り「万歳峠」（山本�晴美�氏）
※�特攻隊員となり戦場に散った若い命と、
青年らを送り出す親たちの悲しい「万
歳」の声をテーマにした歌語り
○��８月 18 日（火）
　�戦時中の映像公開（米軍機に搭載され
たカメラ映像等）、平和の花束2015
問市商工観光課（２階）　☎31-1121

８月は人権同和問題啓発強調月間
です
　県では、８月を「人権同和問題啓発
強調月間」と定め、様々な人権啓発活動
を実施します。
　私たちの社会には、同和問題をはじ
め、子どもや高齢者への虐待、女性、障
害者等に関する様々な人権問題がありま
す。
　人権問題を解決するためには、誰もが
お互いの人権を尊重し、偏見や差別の無
い社会の実現に向けて努力を重ねていく
ことが大切です。
　この機会に、皆さんも身近なことから
人権を考えてみましょう。
問�県人権同和対策課　☎099-286-2574

８月は不法投棄防止強化月間です
　市では、８月を不法投棄防止強化月間
と定めて、パトロールの強化や関係機関
との連携を行い、不法投棄の防止に努め
ています。　
　ごみを投棄することは犯罪です。不法
投棄を行った場合、個人には５年以下の
懲役又は 1,000 万円以下の罰金が科せ
られ、法人には３億円以下の罰金が科せ
られます。
　夏場は草木が繁茂し、不法投棄されや
すい環境になります。自分の所有地・管
理地はしっかり管理して、ごみを不法投
棄されない環境づくりに努めましょう。
問市生活環境課（５階）　☎31-1115

８月の一般健康相談
◎相談日

※�市保健相談センターは、同日に「ここ
ろの健康相談」を実施
◎�時間＝９:30～11:30、13:00～15:00
※市保健相談センターのみ９:00～
◎�内容＝栄養、運動、休養、歯科に関す
る相談、血圧測定、尿検査　など
※�当日会場へ行けない人を対象とした訪
問による健康相談も実施
問市保健相談センター　☎41-2110

台風時の停電情報を提供していま
す
　台風による停電時には、電話がつなが
りにくくなることがあります。台風等の
非常災害時の停電情報は、ホームペー
ジ（携帯電話版 http://kyuden.jp、パソ
コン版 http://www.kyuden.co.jp）で確
認できます。メールアドレスを登録いた
だくと、停電時に携帯電話へ停電情報を
メール配信します。ぜひご利用ください。
問�九州電力㈱鹿屋営業所
　☎0120-986-806　

ぶらり京町横丁 2015
◎�内容＝かつて市民の台所として栄えた
京町の街並みを昭和レトロ調で演出し
た一夜限りの屋台村
◎�日時＝８月５日（水）　17:00～22:00
◎場所＝京町通り（本町）
◎チケット
○前売券＝1,500円
○当日券＝2,000円
※�チケットは、ドリンク券１枚、フード
券又はビール券 1,000 円分、商品券
500円で構成
◎�チケット販売所＝参加店、鹿屋本町一
番商店街、まちづくり鹿屋（リナシティ
かのや内）
※当日は、15:00から交通規制有り
問街のにぎわいづくり協議会
　☎45-6004

みんぞくかん夏休み民族楽器づくり
◎�内容＝民族楽器の製作
◎�期間＝８月30日（日）まで
※月曜日は休館
◎時間＝10:00～ 12:00
◎場所＝市民族館
◎�参加料＝500円
※民族楽器の材料費が別途必要
◎�その他＝事前に希望日を電話連絡
問市民族館　☎45-2872

「介護保険負担限度額認定」の更
新手続きを受け付けます
　介護保険制度では、低所得者（市民税
非課税世帯者）への負担軽減措置とし
て、介護サービスの利用が困難にならな
いように、施設サービスや短期入所サー
ビスを利用する際の居住費及び食費の減
額（介護保険負担限度額認定）を行って
います。
　引き続き負担限度額の認定を受けるこ
とを希望する人は、更新手続きを行って
ください。
　なお、新規申請は随時受け付けていま
す。
◎�対象となるサービス＝介護保険を利用
した介護老人福祉施設等の居住費及
び食費
※�グループホーム、有料老人ホーム、通
所介護（デイサービス）、通所リハビ
リテーション（デイケア）の居住費及
び食費は対象外
◎�申請に必要なもの＝介護保険被保険者
証、印鑑、預貯金等の残高が証明でき
るもの（通帳の写し等）、申請書及び
同意書
※�申請書は市高齢福祉課、各総合支所市
民生活課に置いているほか、市ホーム
ページからダウンロード可能
◎申請期限＝８月31日（月）
問�市高齢福祉課（１階⑧番窓口）
　☎31-1116
　各総合支所市民生活課
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イベント

場　所 期　日

串良ふれあいセンター ８/11（火）

輝北総合福祉センター ８/19（水）

市保健相談センター ８/20（木）

吾平保健センター ８/26（水）
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▲�マイナンバー
　キャラクター
　「マイナちゃん」

平成 27年

10月から
マイナンバーを
一人ひとりに
お届けします！

マイナンバーとは、
国民一人ひとりが持つ
12 桁の番号です。

家屋を解体した人や名義を変更し
た人は届け出てください
　平成27年中に家屋を解体した人、又
は解体を予定している人は、解体後、速
やかに「家屋滅失届」を提出してくださ
い。届出が無いと平成28年度もそのま
ま課税される場合があります。
　なお、登記家屋の売買・相続等で、家
屋の名義に変更がある場合は、法務局で
登記の変更をお願いします。また、未登
記の家屋については、法務局で新たに登
記をしてください。ただし、事情により
不動産登記が済んでいない場合は、「未
登記家屋の納税義務者変更届」を市税務
課に提出してください。
　また、平成27年中に建築確認申請書
の提出を伴わない家屋を新築又は増築し
た人は、ご連絡ください。
※�「家屋滅失届」、「未登記家屋の納税義
務者変更届」の各様式は、市税務課に
置いてあるほか、市ホームページから
ダウンロード可能
問�市税務課（１階⑯番窓口）
　☎31-1112
　

▲ �鹿屋基地からの出撃風景
　（展示写真より）
　�昭和 20 年４月撮影
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